
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（新設） 

資料番号 Ｄ 担当課 水産課 

法令名 漁業法 根拠条項 33-2 
不利益処

分の種類 
採捕停止命令 

○漁業法（昭和24年法律第267号） 

（採捕の停止等） 

第33条 略 

２ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める

者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関

し必要な命令をすることができる。 

(１) 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁

獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該知事管理区分において当該

特定水産資源の採捕をする者 

(２) (１)の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が

当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当

該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者 

 

 

 

 


